
昭
和
五
十
年
農
林
省
令
第
二
十
三
号

山
村
振
興
法
第
十
七
条
の
農
林
漁
業
の
経
営
改
善
又
は
振
興
の
た
め
の
計
画
に
関
す
る
省
令

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
条
の
規
定
を
実
施
す
る

た
め
、
山
村
振
興
法
第
十
三
条
の
農
林
漁
業
経
営
改
善
計
画
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
経
営
改
善
計
画
の
記
載
事
項
）

第
一
条
　
山
村
振
興
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
農
林
漁
業
の
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
（
以
下
「
経

営
改
善
計
画
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
漁
業
経
営
の
状
況

二
　
資
産
及
び
負
債
の
状
況

三
　
収
入
及
び
支
出
の
状
況

四
　
当
該
振
興
山
村
の
自
然
的
経
済
的
条
件
に
適
応
す
る
経
営
条
件
に
応
ず
る
農
林
漁
業
経
営
の
確
立
を
図
る
た

め
に
必
要
な
改
善
措
置

五
　
前
号
の
改
善
措
置
に
必
要
な
資
金
で
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）

別
表
第
五
の
第
五
号
に
掲
げ
る
資
金
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
経
営
改
善
資
金
」
と
い
う
。
）
の
額
並
び
に

そ
の
貸
付
け
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
貸
付
金
の
使
用
計
画
及
び
償
還
計
画

六
　
第
四
号
の
改
善
措
置
に
必
要
な
資
金
で
経
営
改
善
資
金
以
外
の
も
の
の
額
及
び
調
達
方
法

七
　
経
営
改
善
資
金
以
外
の
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
貸
付
金
の
償
還
計
画

（
振
興
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
条
　
法
第
十
七
条
の
農
林
漁
業
の
振
興
の
た
め
の
計
画
（
以
下
「
振
興
計
画
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
の
状
況

二
　
資
産
及
び
負
債
の
状
況

三
　
収
入
及
び
支
出
の
状
況

四
　
当
該
振
興
山
村
の
自
然
的
経
済
的
条
件
に
応
ず
る
農
林
漁
業
の
振
興
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

五
　
前
号
の
措
置
に
必
要
な
資
金
で
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
別
表
第
五
の
第
五
号
に
掲
げ
る
資
金
に
該

当
す
る
も
の
（
以
下
「
振
興
資
金
」
と
い
う
。
）
の
額
並
び
に
そ
の
貸
付
け
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
貸
付
金

の
使
用
計
画
及
び
償
還
計
画

六
　
第
四
号
の
措
置
に
必
要
な
資
金
で
振
興
資
金
以
外
の
も
の
の
額
及
び
調
達
方
法

七
　
振
興
資
金
以
外
の
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
貸
付
金
の
償
還
計
画

（
認
定
の
基
準
）

第
三
条
　
法
第
十
七
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
経
営
改
善
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
一
条
第
四
号
の
改
善
措
置
が
当
該
振
興
山
村
の
自
然
的
経
済
的
条
件
に
適

応
す
る
経
営
条
件
に
応
ず
る
農
林
漁
業
経
営
の
確
立
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は

振
興
計
画
に
記
載
さ
れ
た
前
条
第
四
号
の
措
置
が
当
該
振
興
山
村
の
自
然
的
経
済
的
条
件
に
応
ず
る
農
林
漁
業

の
振
興
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
経
営
改
善
計
画
又
は
振
興
計
画
が
適
正
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
経
営
改
善
計
画
又
は
当
該
振
興

計
画
を
作
成
し
た
者
が
こ
れ
を
達
成
す
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

三
　
経
営
改
善
計
画
又
は
振
興
計
画
を
作
成
し
た
者
が
当
該
経
営
改
善
計
画
又
は
当
該
振
興
計
画
を
達
成
す
る
た

め
に
は
、
経
営
改
善
資
金
又
は
振
興
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
て
他
に
適
当
な
方
法
が
な

い
こ
と
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
農
林
省
令
第
四
九
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
八
月
三
日
農
林
水
産
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
山
村
振
興
法
第
十
三
条
の
農
林
漁
業
経
営
改
善
計
画
に
関

す
る
省
令
第
一
条
第
五
号
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
農
林
水
産
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
農
林
水
産
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
農
林
水
産
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
農
業
経
営
の
改
善
に
必
要
な
資
金
の
融
通
の
円
滑
化
の
た
め
の
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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